
証券コード：7822

第87回
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時

場 所 大阪市住之江区平林南二丁目10番60号
当社本社ビル

議決権行使期限：2021年６月24日（木曜日）正午まで

決議事項 ●第１号議案　剰余金の処分の件
●第２号議案　取締役８名選任の件
●第３号議案　監査役３名選任の件

お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

本株主総会につきまして、可能な限り書面による

事前の議決権行使をご活用いただき、

株主総会当日のご来場をお控えくださいますよう

お願い申しあげます。

なお、株主総会へご出席の株主さまへの

お土産の配布は取りやめとさせていただきます。

何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申しあげます。
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証券コード　7822
2021年６月９日

株 主 各 位
大阪市住之江区平林南二丁目10番60号

代表取締役社長 枝 園 統 博
第87回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　はじめに、このたびの新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方々にお悔やみ申しあげま
すとともに、罹患された皆様に心よりお見舞い申しあげます。
　さて、当社第87回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主様の安全確保及び感染防止のために、株主様
には可能な限り書面による議決権行使をお願い申しあげます。その場合は、後記の株主総会参考書類
をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示をいただき、2021年６月24
日（木曜日）正午までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時
２．場 所 大阪市住之江区平林南二丁目10番60号　当社本社ビル

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第87期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第87期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類の内
容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

（ 1 ）



４．インターネットによる開示
　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款
第19条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページに掲載しておりますので、本招集
ご通知の添付書類には記載しておりません。

掲載する当社ホームページ　https://www.eidai.com/
　①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
　③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
　したがいまして、本招集ご通知の添付書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報
告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎本招集ご通知添付の事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生
じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ホームページ(https://www.eidai.com/)に掲載いたし
ますのでご了承ください。
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第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つと認識しており、安定的な配当の維持継続を念頭に
置きながら、財務状況及び連結業績等を勘案して、適切な配当金額を決定しております。
　当期は前期に続いて経常損失を計上する結果となり、誠に遺憾ではございますが、当期の期末配
当につきましては、以下のとおり減配とさせていただきたく存じます。

１．配当財産の種類
金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき金６円　　配当総額は265,172,304円

これにより、中間配当金（１株につき金６円）を含めました当期の年間配当金は、前期に比
べ４円減配の１株につき金12円となります。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、な
にとぞご理解を賜りますようお願い申しあげます。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
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第２号議案　取締役８名選任の件
　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、社外取締役２名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号 氏　　　名 現 在 の 当 社 に お け る 地 位

１
し
枝

 
　

えん
園

 
　

のぶ
統

 
　

ひろ
博 《再任》 代表取締役執行役員社長

２
いし
石

 
　

い
井

 
　

なお
直

 
　

き
樹 《再任》 取締役常務執行役員

３
た
田

 
　

べ
部

 
　

ただ
忠

 
　

みつ
光 《再任》 取締役常務執行役員

４
こ
小

 
　

じま
島

 
　

たか
孝

 
　

ひろ
弘 《再任》 取締役上席執行役員

５
ふじ
藤

 
　

もと
本

 
　

はち
八

 
　

ろう
郎 《再任》 取締役執行役員

６
にし
西

 
　

おか
岡

 
　

ひで
秀

 
　

あき
晃 《再任》 取締役執行役員

７
たま
玉

 
　

き
生

 
　

やす
靖

 
　

ひと
人 《再任》【社外】［独立］ 取締役

８
はやし
林

 
　

 
　

 
　

みつ
光

 
　

ゆき
行 《再任》【社外】［独立］ 取締役

　《再任》・・・再任取締役候補者
　【社外】・・・社外取締役候補者
　［独立］・・・㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者
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候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

１

《再任》

し
枝

えん
園

のぶ
統

ひろ
博

(1962年３月１日生)

1984年３月 当社入社

59,100株

2004年４月 当社営業本部東京特販営業部長
2009年４月 当社事業本部建材事業部長兼資材部長
2010年６月 当社執行役員事業本部建材事業部長
2011年４月 当社上席執行役員事業本部建材事業部長
2011年６月 当社取締役上席執行役員事業本部建材事業

部長
2012年４月 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長
2012年６月 当社取締役上席執行役員営業本部長
2015年６月 当社取締役常務執行役員営業本部長
2015年10月 当社取締役常務執行役員事業本部長
20
20
20

16
17
19

年
年
年

４
６
４

月
月
月

当社取締役常務執行役員総合企画本部長
当社取締役専務執行役員総合企画本部長
当社代表取締役執行役員社長（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
営業部門と建材分野での業務や経営に携わり、製販両面での高い知見と豊富な経験、実績を有してい
ます。
2015年10月に事業本部長、2016年4月に総合企画本部長に就任して当社グループの総合的な経営企
画を担い、2019年４月から代表取締役執行役員社長として、当社グループの事業成長と企業価値向
上に努めています。
これらの豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化
することが期待されるため、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

２

《再任》

いし
石

い
井

なお
直

き
樹

(1964年９月13日生)

1987年３月 当社入社

29,400株

2009年４月 当社営業本部東京特販営業部長
2012年４月 当社事業本部建材事業部長
2013年６月 当社執行役員事業本部建材事業部長
2014年６月 当社取締役執行役員事業本部建材事業部長
2015年10月 当社取締役執行役員事業本部副本部長兼建

材事業部長
2016年４月 当社取締役執行役員事業本部長
20
20

16
17

年
年

６
６

月
月

当社取締役上席執行役員事業本部長
当社取締役常務執行役員事業本部長（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
営業部門と建材分野での業務と経営に携わり、製販両面での高い知見と豊富な経験、実績を有してい
ます。特に、生産体制の再構築によるコストダウンや新製品開発をリードしてきました。
2016年４月に事業本部長に就任後は、当社グループの製造部門を統括し、事業成長の推進に努めて
います。
これらの豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化
することが期待されるため、引き続き取締役候補者としました。

候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

３

《再任》

た
田

べ
部

ただ
忠

みつ
光

(1964年４月25日生)

1987年３月 当社入社

32,700株

2009年４月 当社事業本部内装システム事業部長
2013年６月 当社執行役員事業本部内装システム事業部長
2014年６月 当社取締役執行役員事業本部内装システム

事業部長
2015年10月 当社取締役執行役員営業本部長
20
20
20

20

16
17
20

21

年
年
年

年

６
６
４

４

月
月
月

月

当社取締役上席執行役員営業本部長
当社取締役常務執行役員営業本部長
当社取締役常務執行役員　永大小名浜㈱代表取
締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役社長
当社取締役常務執行役員　永大小名浜㈱代表取
締役社長、関東住設産業㈱担当（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
営業部門と内装システム分野での業務と経営に携わり、製販両面での高い知見と豊富な経験、実績を
有しています。特に、高齢者向けの新製品開発を手がけ、成長戦略を牽引しました。
2015年10月に営業本部長として営業部門を統括し、2020年４月からは当社連結子会社である永大小
名浜㈱及び関東住設産業㈱を担当し、グループ会社の事業強化に努めています。
これらの豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化
することが期待されるため、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

４

《再任》

こ
小

じま
島

たか
孝

ひろ
弘

(1966年１月25日生)

1988年３月 当社入社

29,200株

2009年７月 当社営業本部東京営業部長
2013年４月 当社営業本部副本部長兼東京営業部長
2013年６月 当社執行役員営業本部副本部長兼東京営業

部長
2014年４月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業推進

部長
2015年６月 当社取締役執行役員営業本部副本部長兼営

業推進部長
2015年10月 当社取締役執行役員事業本部内装システム

事業部長
20
20

17
20

年
年

４
４

月
月

当社取締役執行役員事業本部海外事業部長
当社取締役上席執行役員営業本部長（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
入社以来営業部門での経験と実績を積み重ね、顧客ニーズに適応した販売戦略によって事業拡大を牽
引してきました。
2015年に内装システム分野で製造部門に携わった後、2017年４月からは海外事業部長として当社の
海外事業を展開し、2020年４月から営業本部長として営業部門を統括しております。
これらの豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化
することが期待されるため、引き続き取締役候補者としました。

候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

５

《再任》

ふじ
藤

もと
本

はち
八

ろう
郎

(1964年10月19日生)

1990年３月 当社入社

26,700株

2009年４月 当社事業本部総合研究所長
2013年６月 当社執行役員事業本部総合研究所長
2017年４月 当社執行役員永大小名浜㈱取締役副社長
2018年４月 当社執行役員永大小名浜㈱代表取締役社長
20
20

20
20

年
年

４
６

月
月

当社執行役員事業本部海外事業部長
当社取締役執行役員事業本部海外事業部長
（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
木質加工技術の研究において高い知見と豊富な経験を有しています。
2017年４月から当社連結子会社である永大小名浜㈱の経営にも携わり、当社グループの事業成長に
努めてきました。
さらに、2020年４月からは、海外事業部長として当社の海外事業の展開を推進しています。
これらの豊富な経験に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化するこ
とが期待されるため、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

６

《再任》

にし
西

おか
岡

ひで
秀

あき
晃

(1962年４月17日生)

1986年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

7,700株

2011年５月 同行北浜支店長
2013年４月 同行ＨＤオペレーション改革部（大阪）部長
2015年10月 当社総務部長
20
20

19
20

年
年

４
６

月
月

当社執行役員総務部長
当社取締役執行役員総務部長（現任）

〔取締役候補者とした理由〕
総務部長として、コンプライアンス体制の構築や危機管理体制の整備、さらに当社グループのガバナ
ンスにかかる業務に携わり、内部管理体制全般について豊富な経験と実績を有しています。
これらの豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化
することが期待されるため、引き続き取締役候補者としました。

候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

７

《再任》【社外】
［独立］

たま
玉

き
生

やす
靖

ひと
人

(1938年10月４日生)

1964年４月 弁護士登録

0株

1964年４月 御堂筋法律事務所（1971年仁藤・菅生・米
原法律事務所を改称）パートナー

2001年６月 ローム㈱社外監査役
2003年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員
2012年４月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー

（現任）
2014年６月 当社社外取締役（現任）

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等〕
弁護士としての豊富な経験と深い専門知識をもとに、取締役会において積極的に発言し、当社業務執
行の監督の役割を適切に果たしています。
また、2015年に発足した役員の指名・報酬に係る諮問機関である人事協議会のメンバーを務め、決
定手続きの透明性と客観性を高めています。
今後も独立した立場から当社経営に対する監督・助言等をいただくことにより、業務執行の監督機能
強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
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候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

８

《再任》【社外】
［独立］

はやし
林

 
　

みつ
光

ゆき
行

(1948年６月28日生)

1973年11月 監査法人榮光会計事務所（現EY新日本有限
責任監査法人）入所

0株1978年８月 公認会計士・税理士林光行事務所所長（現任）
2011年１月 監査法人彌榮会計社設立　代表社員（現任）
2014年６月 当社社外取締役（現任）
2018年７月 監査法人彌榮会計社　福祉経営研究所所長（現任）

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等〕
公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、取締役会において積極的に発言し、当社
業務執行の監督の役割を適切に果たしています。
また、2015年に発足した役員の指名・報酬に係る諮問機関である人事協議会のメンバーを務め、決
定手続きの透明性と客観性を高めています。
今後も独立した立場から当社経営に対する監督・助言等をいただくことにより、業務執行の監督機能
強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役候補者であります。
　　　３．玉生靖人氏及び林光行氏は、現在、当社の社外取締役であり、本総会終結の時をもって、在任期間

は両氏とも７年となります。
　　　４．玉生靖人氏及び林光行氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験

はありませんが、両氏は、社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等に記載のとおり、社
外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

　　　５．当社は、玉生靖人氏及び林光行氏との間で会社法第423条第１項に係る損害賠償責任について同法
第427条第１項に基づき、法令に定める最低責任限度額を賠償責任の限度額とする責任限定契約を
締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定でありま
す。

　　　６．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受
けることによって生じることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各
候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者による保
険料負担はありません。なお、2021年12月に同内容での更新を予定しております。

　　　７．玉生靖人氏及び林光行氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

（ 9 ）



第３号議案　監査役３名選任の件
　本総会終結の時をもって監査役土居幸男、石橋秀行、雑賀裕子の３氏が任期満了となりますので、
監査役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

１

《再任》

いし
石

ばし
橋

ひで
秀

ゆき
行

(1965年３月23日生)

1989年３月 当社入社

16,600株

2010年４月 当社事業本部住設事業部長
2014年６月 当社執行役員事業本部住設事業部長
2016年６月 当社執行役員事業本部海外事業部長
2017年４月 当社執行役員
2017年６月 当社常勤監査役（現任）

〔監査役候補者とした理由〕
住設分野での事業と経営に携わり、製造面での高い知見と豊富な経験、実績を有しております。
常勤監査役として現場実査に基づく的確な監査により、監査役会全体としての監査の実効性向上が期
待されるため、引き続き監査役候補者としました。

候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

２

《再任》【社外】
[独立]

さい
雑

か
賀

ひろ
裕

こ
子

(1974年２月13日生)

2002年10月 弁護士登録

0株
2002年10月 弁護士法人三宅法律事務所入所（現任）
2017年６月 当社社外監査役（現任）

〔社外監査役候補者とした理由〕
弁護士として専門的な知識と経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映してい
ただけることが期待されるため、引き続き社外監査役候補者としました。
なお、雑賀裕子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に
精通しており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（ 10 ）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候補者
番　号

氏　　　名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当

社 株 式 の 数

３

《新任》

の
野

ざわ
澤

しん
信

や
也

(1962年10月26日生)

1990年12月 当社入社

5,300株

2010年７月 当社事業本部事業推進部長
2012年 4 月 当社事業本部海外事業室長
2016年４月 当社総合企画本部物流部長
20
20

18
21

年
年

４
４

月
月

当社事業本部事業管理部長
当社社長付主管（現任）

〔監査役候補者とした理由〕
当社製品の製造及び物流面において高い知見と豊富な経験、実績を有しております。
常勤監査役として現場実査に基づく的確な監査により、監査役会全体としての監査の実効性向上が期
待されるため、新たに監査役候補者としました。

《再任》・・・再任監査役候補者
《新任》・・・新任監査役候補者
【社外】・・・社外監査役候補者
［独立］・・・㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者

（注）１．当社は雑賀裕子氏が所属している弁護士法人三宅法律事務所との間で顧問契約を締結しておりま
す。その他の候補者との間には特別の利害関係はありません。

２．雑賀裕子氏は、社外監査役候補者であります。
３．雑賀裕子氏は、現在、当社の社外監査役であり、本総会終結の時をもって、在任期間は４年となり

ます。
４．当社は、雑賀裕子氏との間で会社法第423条第１項に係る損害賠償責任について同法第427条第１

項に基づき、法令に定める最低責任限度額を賠償責任の限度額とする責任限定契約を締結しており
ます。同氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

５．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受
けることによって生じることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各
候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者による保
険料負担はありません。なお、2021年12月に同内容での更新を予定しております。

６．雑賀裕子氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。同氏の選任が承認
された場合、当社は同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

以上
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（添付書類）
事　　 業　　 報　　 告
(　2020年 4 月 1 日から
　2021年 3 月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経済活動が制
限されたことで景気が急速に悪化し、厳しい状況が続きました。感染状況に配慮しつつ、経済活
動は段階的に再開されましたが、感染が再拡大するなど、収束時期は依然として見通すことがで
きず、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

住宅業界におきましては、2019年の消費増税後の反動減の影響に、新型コロナウイルス感染拡
大による営業活動の自粛などの影響が重なり、新設住宅着工戸数は前年同期に比べて減少し、住
宅需要は低調に推移しました。

このような状況の中、当社グループでは、不要不急の外出自粛や在宅勤務の拡大といった感染
防止策を徹底しつつ、業績の回復に全社を挙げて取り組みました。主力の住宅資材事業では、お
客様のニーズを取り入れた新製品の市場投入によってシェアアップを図るとともに、営業の後方
事務を担うサポート部隊の役割を明確にし、営業員が提案営業に特化できる体制を構築して販売
力を強化しました。また、生産性向上による生産活動での一層のコストダウンと販管費の抑制に
よる経費削減を断行し、営業赤字からの脱却に向けて取り組みました。その中で、株式会社ノー
リツの子会社から事業の一部を譲り受けた関東住設産業株式会社が７月に操業を開始し、同社の
強みを活かして、住設商品の品質向上と品揃えの強化を進めました。

一方で、当社グループは、将来の事業活動のための先行投資は不可欠のものだと考えておりま
す。木質ボード事業の拡大に向けたＥＮボード株式会社の大型投資については、現在、工場の建
設途上にありますが、製造設備の拡充や工事計画の見直しなどによって総額250億円の規模とな
り、国内有数の工場を立ち上げる計画としております。なお、稼働開始は2022年１月を予定し
ております。また、生産拠点の複数化、物流倉庫の新設、基幹システムの改善などを行うこと
で、事業継続に資する体制構築の継続的な取り組みを進めました。

これらの結果、住宅資材事業は徐々に業績が回復したものの、ＥＮボード株式会社などの先行
投資ならびに木質ボード事業における山口の工場閉鎖の影響もあり、当連結会計年度の売上高は
55,814百万円（前年度比2.3％減）、経常損失227百万円（前年度は経常損失647百万円）とな
りました。なお、特別利益として、関東住設産業株式会社における負ののれん発生益や政策保有
株式の売却益を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は951百万円（前年
度は親会社株主に帰属する当期純損失934百万円）となりました。
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事業別の概況は次のとおりであります。
（住宅資材事業）

住宅資材事業では、フローリング、室内階段、室内ドア、収納等の色柄・デザインを体系
化した基軸ブランド「Ｓｋｉｓｍ（スキスム）」の製品構成をさらに充実させて販売拡大を
図りました。また、コロナ禍でのお客様のニーズに応えて、抗菌・抗ウイルス仕様の製品開
発に注力するとともに、Web上でカラーコーディネート・シミュレーションの活用や製品動
画の視聴ができる機能を備えて、非対面での販促施策への転換に取り組みました。このほか、
各分野において以下の施策を推し進めました。

建材分野では、天然木のフローリング「銘樹パーケット」「銘樹ヘリンボーン ファボリ」
「銘樹エルテージ」を新たに市場に投入し、銘樹ブランドの販売強化に取り組みました。ま
た、室内階段においては、引き続き省施工製品である正寸プレカットの拡販に努めました。

内装システム分野では、上質な室内空間を求めるニーズを受けて、内装材の最上位シリー
ズ「グランマジェスト」を発売し、高い意匠性を備えた高級感のある室内ドアやシューズボ
ックスなどの品揃えを強化しました。また、介護施設や園舎などの非住宅分野では、室内空
間を用途に応じて仕切りたいというお客様のニーズに対応した「セーフケアプラス 可動間仕
切り吊り戸」を発売し、販売拡大を図りました。

住設分野では、価格を抑えつつ機能性を追求したシステムキッチン「ラポッテ」を新たに
発売し、製品ラインナップを強化して販売拡大を図りました。また、洗面化粧台においては、
幅広いニーズに対応した「キューボプレーン」「シャンピーヌプレーン」「ＬＴプレーン」
を発売するなど、関東住設産業株式会社の強みを活かし、品揃えの強化を図りました。

これらの結果、住宅資材事業の業績は、年度後半にかけて徐々に回復したものの、新型コ
ロナウイルスの感染拡大による営業活動の自粛などの影響もあり、売上高は前年度に比べて
わずかに減少しました。

（木質ボード事業）
木質ボード事業では、山口・平生事業所内のパーティクルボード工場を2019年９月末で閉

鎖した影響が大きく、売上高は前年度に比べて16％の減少となりました。
現在、建設中である、ＥＮボード株式会社のパーティクルボード工場は、感染症拡大の影

響によりスケジュールに遅れが生じましたが、2022年1月の稼働開始に向けて準備を進めて
おります。また、計画当初に約180億円を予定していた投資総額は、初期計画からの設備ス
ペック及び工事計画の見直しに加え、建築資材や人件費の高騰などの影響により、約250億
円となる見込みです。

（ 13 ）



（その他事業）
当社グループは、上記事業のほか、不動産有効活用事業、太陽光発電事業を推進しており

ます。
不動産有効活用事業では、これまでに建設した賃貸マンションやその他の遊休不動産の賃

貸で、安定した収益を確保しました。
太陽光発電事業では、山口・平生事業所と大阪事業所に設置した太陽光発電設備が安定し

た稼働を続けております。

事業別の売上高は以下のとおりであります。

区 分
第86期

前連結会計年度
（百万円）

第87期
当連結会計年度

（百万円）
前連結会計年度比
　増減率（％）

住 宅 資 材 事 業 51,365 50,972 △0.8

木 質 ボ ー ド 事 業 5,598 4,685 △16.3

そ の 他 事 業 154 156 1.3

合 計 57,119 55,814 △2.3

⑵　設備投資の状況
当社グループでは、生産能力の維持向上を図るため、生産拠点の整備や製造設備の増強を目的

とした設備投資を行いました。当期における設備投資額は13,647百万円となり、その内訳は、
住宅資材事業2,118百万円、木質ボード事業11,345百万円、その他４百万円及び共通部門178百
万円であります。

なお、これらの設備投資は、自己資金及び金融機関等からの借り入れによるものであります。

⑶　資金調達の状況
当連結会計年度中に当社グループの所要資金として、金融機関等より借入金として10,184百

万円の調達を行いました。
その他、増資や社債発行等による資金調達は行っておりません。

（ 14 ）
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⑷　対処すべき課題
新型コロナウイルス感染症の収束時期が依然として不透明ですが、ワクチン接種の普及によ

り、国内の経済活動は、今後１年程度にわたって緩やかに回復していくものと想定しておりま
す。

住宅業界においては、人口減少や単身世帯の増加といった世帯構成の変化が構造的な問題と
してあり、さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響が加わって、住宅需要の早期回復は困難
な状況にあります。しかしながら、コロナ禍での新たな生活様式や働き方への対応が進み、住
宅会社によるニューノーマルを意識した需要の掘り起こし、事業運営が実践されております。
また、住宅内装部材は、住宅購入者の年齢層や世帯構成、ライフスタイル等によりニーズの多
様化が進んでおり、それらの需要を取り込めるか否かが、事業を拡大するうえで重要な課題で
あると認識しております。

こうした中、当社グループでは、アフターコロナ・ウィズコロナ時代の経営環境や市場ニー
ズ等を踏まえて、安定した収益基盤を確立し中長期的な業容拡大を図るため、2022年３月期を
初年度とする新たな中期経営計画「EIDAI Advance Plan 2023」を策定いたしました。本計
画は、従前からの取り組みに加え、コロナ禍において判明した経営課題を克服する解決策の方
向性と数値目標を示したものです。

当社グループは、本計画の基本方針に基づく各施策を着実に推進することにより、業績の回
復とすべてのステークホルダーと共存共栄できる企業を目指し、全社を挙げて邁進する所存で
あります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあ
げます。

中期経営計画「EIDAI Advance Plan 2023」の要旨は以下のとおりです。
①数値目標

2019年3月期
(実績)

2020年3月期
(実績)

2021年3月期
(実績)

2022年3月期
(計画)

2023年3月期
(計画)

2024年3月期
(計画)

売上高 58,246 57,119 55,814 60,000 64,000 68,000

営業利益 △1,609 △750 △383 530 470 1,500

経常利益 △1,400 △647 △227 430 1,060 1,130

EBITDA（※1） 192 1,114 1,647 2,622 5,051 5,297

※１　EBITDA＝税金等調整前当期純利益に特別損益、支払利息および減価償却費を加算した値です。

（ 15 ）



②資本政策・収益計画
ア．資本政策

株主価値の持続的成長を目指し、事業拡大の機会を迅速、確実に捉えるために必要とな
る十分な株主資本の水準を保持するとともに、連結配当性向30％以上を確保しつつ、自己
株式の取得を必要に応じて検討することとしております。

イ．収益計画
売上高経常利益率５％以上とする目標を設定しております。今回の中期経営計画は、Ｅ

Ｎボード株式会社（総事業費約250億円）での減価償却費の影響が大きいため、最終年度
でも目標に到達しない内容ですが、ＥＢＩＴＤＡを目標に加えて、達成度合いを管理して
まいります。次の中期経営計画において最終目標の５％を達成すべく取り組んでまいりま
す。

③基本方針
ア．お取引先様及びエンドユーザー様にご満足いただける製品品質とサービスの提供

設計、製造から販売に至るまで、「お取引先様及びエンドユーザー様にご満足いただく
こと」を最優先とし、お客様の声に耳を傾け、信頼される製品品質とサービスを提供して
まいります。

イ．住宅分野でのシェアアップと新設住宅着工戸数に依存しない事業構造への転換
当社グループの主力である住宅資材事業において、多様なニーズを取り入れた製品開発

とライフスタイルの変化に合わせた製品の拡充に取り組み、効果的な販売促進策を通じて、
これまで以上のシェアアップと売上の拡大を図ってまいります。

また、文教施設等の非住宅分野に対応する製品の拡充及び販売体制を強化し、非住宅分
野の開拓と拡販を推進するとともに、海外子会社による現地販売を加速させ、事業領域の
拡大と収益力の強化を図ってまいります。

ウ．木質ボード事業の強化と拡大
ＥＮボード株式会社での製品製造を早い段階で軌道に乗せ、新たな用途に対応した高品

質なパーティクルボードを製品ラインナップに加えて、木質ボード事業の拡大と収益向上
を図ってまいります。

エ．生産性の向上とグループ全体での生産体制の最適化
製造部門においては、生産性の改善をはじめ、海外拠点を含めたグループ全体での生産

体制の最適化を図るとともに、コスト低減に継続して取り組んでまいります。
オ．物流及び情報システムの改革を推進

物流・情報システムの改革を推進することにより、物流関連業者の負荷低減に努めると
ともに、ＢＣＭの強化と安定したサプライチェーンの構築に注力し、経営基盤のさらなる
強化を図ってまいります。

（ 16 ）
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カ．ＳＤＧｓの取り組み
当社グループは、「持続可能な社会の形成や地域社会の発展に貢献する企業」として、

社会的な課題やニーズに対して取り組んでまいりました。今後も前述ア～オの方針に基づ
く事業活動を推進することにより、持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」《Sustainable 
Development Goals》に貢献してまいります。
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⑸　財産及び損益の状況の推移

区 分 第 84 期
(2018年３月期)

第 85 期
(2019年３月期)

第 86 期
(2020年３月期)

第 87 期
(当連結会計年度)
(2021年３月期)

売 上 高 (百万円) 66,977 58,246 57,119 55,814
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (百万円) 2,407 △1,400 △647 △227

親会社株主に帰属する当期純利益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ） (百万円) 1,264 △3,434 △934 951

１株当たり当期純利益金額又は
当 期 純 損 失 金 額 （ △ ） (円) 27.91 △75.81 △20.81 21.52

総 資 産 (百万円) 74,710 68,032 68,752 80,673

純 資 産 (百万円) 49,570 44,440 41,965 42,210
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⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係

該当事項はありません。
②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

永 大 小 名 浜 株 式 会 社 337百万円 100.0％
素材パーティクルボード、化粧
パーティクルボード、内装シス
テム製品の製造･販売

Ｅ Ｎ ボ ー ド 株 式 会 社 100百万円 65.0％
素材パーティクルボード、化粧
パーティクルボードの製造･加
工・販売

Eidai Vietnam Co.,Ltd. 11百万米ドル 100.0％ フローリングの製造

関 東 住 設 産 業 株 式 会 社 20百万円 100.0％ システムキッチン・洗面化粧台
などの開発・製造・販売

（注）2020年４月７日に「関東住設産業株式会社」を設立いたしました。
③当事業年度末における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。
④その他重要な関連会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

エ ヌ ・ ア ン ド ・ イ ー 株 式 会 社 450百万円 30.0％ ＭＤＦ（中質繊維板）の製造・
販売

⑺　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
事 業 名 主　な　製　品

住宅資材事業

建材分野 フローリング、階段セット、壁材

内装システム分野 室内ドア、造作材、クロゼット、シューズボックス
その他内装部材

住設分野 システムキッチン、洗面化粧台、システムバス

木質ボード事業 パーティクルボード分野 素材パーティクルボード、化粧パーティクルボード

その他事業 不動産有効活用事業（所有不動産の有効活用）
太陽光発電事業

（ 19 ）



⑻　主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）
①本社　　　大阪市住之江区
②営業所

名　　　称 所 在 地

東 北 営 業 部 仙 台 営 業 所 仙 台 市 若 林 区

首 都 圏 営 業 部 東 京 西 営 業 所 東 京 都 立 川 市

関 東 営 業 部 埼 玉 営 業 所 さ い た ま 市 北 区

中 部 営 業 部 名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 中 川 区

大 阪 営 業 部 大 阪 営 業 所 大 阪 市 住 之 江 区

中 四 国 営 業 部 広 島 営 業 所 広 島 市 西 区

九 州 営 業 部 福 岡 西 営 業 所 福 岡 市 博 多 区

東 京 特 販 営 業 部 東 京 都 新 宿 区

大 阪 特 販 営 業 部 大 阪 市 北 区

③工場
名　　　称 所 在 地

山 口 ・ 平 生 事 業 所 山 口 県 熊 毛 郡 平 生 町

敦 賀 事 業 所 福 井 県 敦 賀 市

大 阪 事 業 所 大 阪 府 堺 市

永 大 小 名 浜 株 式 会 社 福 島 県 い わ き 市

Ｅ Ｎ ボ ー ド 株 式 会 社 静 岡 県 駿 東 郡 小 山 町

関 東 住 設 産 業 株 式 会 社 群 馬 県 前 橋 市

E i d a i  V i e t n a m  C o . , L t d . ベ ト ナ ム 国 ハ ナ ム 省
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⑼　使用人の状況（2021年３月31日現在）
①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

1,442（733）名 42（△87）名

（注）使用人数は就業者数（当社グループからグループ外への出向者は除き、グループ外から当
社グループへの出向者は含む）であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材
派遣会社からの派遣社員等を含む）は当連結会計年度の平均人員を（　）内に外数で記載
しております。

②当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

969（534）名 △15（△79）名 41.14歳 17.91年

（注）使用人数は就業者数であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、人材派遣会社か
らの派遣社員等を含む）は当事業年度の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

⑽　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
借入先 借入金残高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 10,709百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,920百万円

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 1,947百万円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 973百万円

日 本 ノ ボ パ ン 工 業 株 式 会 社 105百万円

合 計 16,654百万円

⑾　その他企業集団の現況に関する重要な事項
ＥＮボード株式会社について

2019年５月22日に設立したＥＮボード株式会社では、工場建屋の建設工事や最新鋭の生
産設備の手配を進めており、2022年１月の設備稼働を予定しております。なお、これらの設
備投資にかかる所要資金は、当事業年度末で16,849百万円となり、全額を当社および金融機
関等からの借入により調達しております。
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２．会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）
⑴発行可能株式総数 160,000,000株
⑵発行済株式の総数 46,783,800株
⑶株主数 4,355名
⑷大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

永 大 産 業 取 引 先 持 株 会 3,123 千株 7.07 ％

住 友 林 業 株 式 会 社 2,306 5.22

大 日 本 印 刷 株 式 会 社 2,237 5.06

永 大 産 業 従 業 員 持 株 会 1,985 4.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会
社 （ 信 託 口 ） 1,724 3.90

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,640 3.71

ト ー ヨ ー マ テ リ ア 株 式 会 社 1,550 3.51

ナ イ ス 株 式 会 社 1,460 3.30

双 日 建 材 株 式 会 社 1,349 3.05

Ｊ Ｋ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 1,100 2.49
（注）１．当社は、自己株式を2,588,416株保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役執行役員社長 枝 園 統 博

取 締 役 常 務 執 行 役 員 石 井 直 樹 事業本部長、ＥＮボード㈱担当

取 締 役 常 務 執 行 役 員 田 部 忠 光 永大小名浜㈱代表取締役社長
関東住設産業㈱代表取締役社長

取 締 役 上 席 執 行 役 員 小 島 孝 弘 営業本部長

取 締 役 執 行 役 員 藤 本 八 郎 事業本部海外事業部長
Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当

取 締 役 執 行 役 員 西 岡 秀 晃 総務部長、人事部・経理部担当

取 締 役 玉 生 靖 人 弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士

取 締 役 林 　 光 行 公認会計士・税理士林光行事務所所長
監査法人彌榮会計社代表社員

常 勤 監 査 役 土 居 幸 男

常 勤 監 査 役 石 橋 秀 行

監 査 役 雑 賀 裕 子 弁護士法人三宅法律事務所弁護士

監 査 役 藤 井 義 久 国立大学法人京都大学大学院農学研究科教授
公益社団法人日本木材保存協会副会長

（注）１．取締役玉生靖人及び取締役林光行の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役雑賀裕子及び監査役藤井義久の両氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役玉生靖人、取締役林光行及び監査役藤井義久の３氏を㈱東京証券取引所

の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
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⑵　事業年度中に退任した会社役員
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退　任　時　の　地　位

大 道 正 人 2 0 2 0 年 ６ 月 2 5 日 任 期 満 了 取締役会長
植 村 正 人 2 0 2 0 年 ６ 月 2 5 日 任 期 満 了 取締役常務執行役員

⑶　取締役及び監査役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議しております。当該決議に際しては、社外取締役が半数を占める人事協議
会へ諮問し答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事協議会か
らの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ．基本方針

・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機
能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適
正な水準とすることを基本方針とする。

・業務執行取締役の報酬は、①固定報酬としての基本報酬、②業績連動報酬、③中長期イ
ンセンティブとしての株式取得型報酬により構成する。

・社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社
水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するも
のとする。

ハ．業績連動報酬ならびに株式取得型報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）

を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応
じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。

・目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設計し、適
宜、環境の変化に応じて人事協議会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

・株式取得型報酬は、毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得することに限定した現金
報酬とし、取得した株式は在任期間中、継続して保有することとする。
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ニ．基本報酬の額、業績連動報酬の額、株式取得型報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額
に対する割合の決定に関する方針

・業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬（構成比83%）、業績連動報
酬（構成比10%）、株式取得型報酬（構成比7%）を目安とし、人事協議会において検
討を行う。

・取締役会は人事協議会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範
囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、当社の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うに

は代表取締役が適しているとの理由から、取締役会決議に基づき代表取締役社長枝園統
博がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の
基本報酬の額及び株式取得型報酬の額ならびに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞
与の評価配分とする。

・取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、人事協議会に
原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の
内容にしたがって決定しなければならないこととする。

　②当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数基本報酬 株式取得型報酬 賞与

取締役
（うち社外取締役）

133
(8)

123
(8)

9
(－) － 10

(2)
監査役

（うち社外監査役）
36
(6)

36
(6) － － 4

(2)
合計

（うち社外役員）
169
(15)

160
(15)

9
(－) － 14

(4)
（注）１．上表には2020年６月25日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役

２名を含んでおります。
２．取締役及び監査役の報酬の限度額は、2007年６月28日開催の第73回定時株主総会にお

いて、取締役については「年額３億6,000万円以内」、監査役については「年額6,000万
円以内」と決議いただいており、当時の員数は取締役11名（現在８名）、監査役４名
（現在４名）でした。
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⑷　社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

区分 氏名 重要な兼職の状況 当社との関係

取締役
玉生靖人 弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士 記載すべき関係はありま

せん。

林　光行 公認会計士・税理士林光行事務所所長
監査法人彌榮会計社代表社員

記載すべき関係はありま
せん。

監査役

雑賀裕子 弁護士法人三宅法律事務所弁護士
同法律事務所との間で顧
問契約を締結しておりま
す。

藤井義久 国立大学法人京都大学大学院農学研究科教授
公益社団法人日本木材保存協会副会長

学術研究助成のため、国立
大学法人京都大学へ50万
円 を 寄 付 し て お り ま す
が、その規模は僅少であり
ます。
また、当社は公益社団法人
日本木材保存協会の賛助会
員であります。
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②当事業年度における主な活動状況
・社外取締役

氏名 取締役会
出席状況 発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

玉生靖人 14回中13回
（93％）

主に弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の
意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言・提言を行ってお
ります。また、役員候補者の指名及び役員報酬の決定に係る諮問機
関である「人事協議会」に参画し、当該審議事項の透明性確保に寄
与するなど、当社の社外取締役として適切な役割を果たしていただ
いております。

林　光行 14回中14回
（100％）

主に公認会計士としての豊富な専門知識と実務経験をもとに意見を
述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。また、役員候補者の指名及び役員
報酬の決定に係る諮問機関である「人事協議会」に参画し、当該審
議事項の透明性確保に寄与するなど、当社の社外取締役として適切
な役割を果たしていただいております。

・社外監査役

氏名 取締役会
出席状況

監査役会
出席状況 主な活動状況

雑賀裕子 14回中14回
（100％）

14回中14回
（100％）

主に弁護士としての専門的見地から取締役会の議案
審議や監査役会における監査内容等の適法性確保に
資する発言を適宜行っております。

藤井義久 14回中14回
（100％）

14回中14回
（100％）

主に木質科学の専門的見地から取締役会の議案審議
や監査役会において必要な発言を適宜行っておりま
す。

③責任限定契約の内容の概要
当社と各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定め
る最低責任限度額となります。
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⑸　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の

3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約は、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損

害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損
害賠償責任を負担する場合に被る損害等を填補することとしております。

（ 28 ）
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人
⑵　当事業年度に係る報酬等の額

 区　　　分 支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 43百万円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 43百万円

 
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の
金額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積り等の算出根拠
等が、適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に
ついて、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．Eidai Vietnam Co.,Ltd.は、当社の会計監査人と同じKPMGのメンバーファームの監
査を受けております。

⑶　非監査業務の内容
　電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則に基づく手
続業務の対価を支払っております。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査
人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることに重大な支障がある
と判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、会
計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会
に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

（ 29 ）



６．会社の支配に関する基本方針
当社は、2008年６月27日開催の当社第74回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付

行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について、株主の皆様のご承認をいただきました。
その後、直近では、2020年６月25日開催の第86回定時株主総会での承認可決により更新され

ております（以下、現行の買収防衛策を「現プラン」といいます。）。
なお、現プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の「当社株式等の大規模買付

行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」をご覧ください。
　（参考ＵＲＬ　https://www.eidai.com/profile/data/202005271600.pdf）

⑴当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、金融商品取引所市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社
株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・
向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には
株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えており
ます。
　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち
続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を
損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あ
るいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものも想定
されます。
　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株
主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必
要があると考えております。

⑵基本方針実現のための具体的取組
①当社グループの財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する

特別な取組
　　当社グループは、当社グループの企業価値ひいては株主価値の向上のために次のような取

組を行っております。当社グループは、住宅用建材の素材から製品に至るまでの幅広い事業
を展開し、快適な住環境作りに貢献できる製品を提供しています。また、経営の基本理念に
「木を活かし、よりよい暮らしを」を掲げ、地球、社会、人との共生を通じて、豊かで持続
可能な社会の実現に貢献する企業であり続けることを目指しております。
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　　当社グループの得意とする木質材料加工技術、ステンレス加工技術を最大限に活かしなが
ら、顧客ニーズや市場動向にマッチした製品の開発に取り組んでおります。

　　また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が経営の基本的課題であ
ると認識し、公正性・透明性の高い意思決定と迅速で適切な経営判断により、継続的な企業
価値の向上に取り組んでおります。

②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組

　　現プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、
株主の皆様が適切な判断をされるのに必要かつ十分な情報及び時間並びに大規模買付行為を
行おうとする者との交渉の機会を確保すること、当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて
当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あ
るいは、株主の皆様のために、当該大規模買付行為を行おうとする者と交渉を行うこと等を
可能とするものです。

　　現プランにおいては、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式の買付け又はこれに類似す
る行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買
付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。
(ⅰ)当社が発行者である株式について、保有者の株式保有割合が20％以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式について、公開買付けに係る株式の株式所有割合及びその特別

関係者の株式所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
　　⑶上記の取組に対する当社取締役会の判断及びその理由

　①企業価値向上のための取組は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に
確保、向上させるための具体的方策として策定されております。

　②現プランは、下記の点において公正性・客観性が担保される工夫がなされており、株主共同
の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもあ
りません。
イ．買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していることロ．当社グループの企業価値・
株主共同の利益の確保又は向上の目的をもって導入されていること
ハ．株主意思を重視するものであること
ニ．独立性の高い社外者（独立委員会）の判断の重視と情報開示
ホ．合理的な客観的発動要件の設定
へ．デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
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連 結 貸 借 対 照 表
(2021年３月31日現在)

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 42,344 流 動 負 債 35,316

現 金 及 び 預 金 8,307 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,324
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 13,090 電 子 記 録 債 務 403
電 子 記 録 債 権 7,148 短 期 借 入 金 2,920
有 価 証 券 1,009 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 13,629
製 品 4,411 リ ー ス 債 務 5
仕 掛 品 2,374 未 払 金 11,283
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,742 未 払 費 用 567
未 収 入 金 1,569 未 払 法 人 税 等 231
そ の 他 693 未 払 消 費 税 等 475
貸 倒 引 当 金 △2 賞 与 引 当 金 423

そ の 他 52
固 定 資 産 38,304 固 定 負 債 3,145

有 形 固 定 資 産 30,662 長 期 借 入 金 105
建 物 及 び 構 築 物 5,057 繰 延 税 金 負 債 333
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 2,465 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,422
土 地 7,291 環 境 対 策 引 当 金 62
リ ー ス 資 産 21 リ ー ス 債 務 17
建 設 仮 勘 定 15,385 負 の の れ ん 135
そ の 他 440 長 期 預 り 保 証 金 69

無 形 固 定 資 産 584 負 債 合 計 38,462
投 資 そ の 他 の 資 産 7,057 （ 純 資 産 の 部 ）

投 資 有 価 証 券 5,736 株 主 資 本 40,664
出 資 金 7 資 本 金 3,285
長 期 前 払 費 用 595 資 本 剰 余 金 1,370
繰 延 税 金 資 産 134 利 益 剰 余 金 36,829
そ の 他 597 自 己 株 式 △820
貸 倒 引 当 金 △13 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,637

繰 延 資 産 23 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,538
為 替 換 算 調 整 勘 定 162
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △63

非 支 配 株 主 持 分 △90
純 資 産 合 計 42,210

資 産 合 計 80,673 負 債 純 資 産 合 計 80,673
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連 結 損 益 計 算 書
(　自 2020年４月 1 日
　至 2021年３月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 55,814
売 上 原 価 41,812

売 上 総 利 益 14,001
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,385

営 業 損 失 383
営 業 外 収 益

受 取 利 息 27
受 取 配 当 金 116
仕 入 割 引 9
為 替 差 益 83
負 の の れ ん 償 却 額 29
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 51
雇 用 調 整 助 成 金 82
雑 収 入 92 491

営 業 外 費 用
支 払 利 息 51
売 上 割 引 102
雑 損 失 182 336
経 常 損 失 227

特 別 利 益
負 の の れ ん 発 生 益 350
固 定 資 産 売 却 益 0
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,206 1,557

特 別 損 失
減 損 損 失 3
固 定 資 産 除 却 損 19
固 定 資 産 撤 去 費 用 10
投 資 有 価 証 券 評 価 損 70
関 係 会 社 株 式 評 価 損 291 394

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 934
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 243
法 人 税 等 調 整 額 △135 107
当 期 純 利 益 827
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 123
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 951
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貸　借　対　照　表
(2021年３月31日現在)

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 37,048 流 動 負 債 17,096

現 金 及 び 預 金 5,455 買 掛 金 5,481
受 取 手 形 705 電 子 記 録 債 務 14
電 子 記 録 債 権 6,533 未 払 金 10,107
売 掛 金 11,939 未 払 費 用 418
有 価 証 券 1,009 未 払 法 人 税 等 219
製 品 4,235 未 払 消 費 税 等 433
仕 掛 品 1,965 預 り 金 44
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,873 賞 与 引 当 金 375
前 払 費 用 229 そ の 他 1
未 収 入 金 1,775
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 300
そ の 他 28
貸 倒 引 当 金 △2

固 定 資 産 18,872 固 定 負 債 2,312
有 形 固 定 資 産 10,275 繰 延 税 金 負 債 208

建 物 3,402 退 職 給 付 引 当 金 1,996
構 築 物 286 環 境 対 策 引 当 金 38
機 械 及 び 装 置 1,731 長 期 預 り 保 証 金 69
車 両 運 搬 具 9
工 具 、 器 具 及 び 備 品 381
土 地 3,518 負 債 合 計 19,409
建 設 仮 勘 定 945 （ 純 資 産 の 部 ）

無 形 固 定 資 産 482 株 主 資 本 34,973
借 地 権 15 資 本 金 3,285
ソ フ ト ウ ェ ア 463 資 本 剰 余 金 1,357
そ の 他 3 資 本 準 備 金 1,357

投 資 そ の 他 の 資 産 8,114 利 益 剰 余 金 31,151
投 資 有 価 証 券 4,625 利 益 準 備 金 256
関 係 会 社 株 式 1,410 そ の 他 利 益 剰 余 金 30,894
出 資 金 7 別 途 積 立 金 31,400
関 係 会 社 出 資 金 873 繰 越 利 益 剰 余 金 △505
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 280 自 己 株 式 △820
従業員に対する長期貸付金 32 評価・換算差額等 1,538
長 期 前 払 費 用 345 その他有価証券評価差額金 1,538
そ の 他 552
貸 倒 引 当 金 △13

純 資 産 合 計 36,511
資 産 合 計 55,920 負 債 純 資 産 合 計 55,920
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損　益　計　算　書
(　自 2020年 4 月 1 日
　至 2021年 3 月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 53,122
売 上 原 価 39,791

売 上 総 利 益 13,330
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,456

営 業 損 失 126
営 業 外 収 益

受 取 利 息 10
有 価 証 券 利 息 9
受 取 配 当 金 116
受 取 賃 貸 料 9
仕 入 割 引 9
雇 用 調 整 助 成 金 64
雑 収 入 76 295

営 業 外 費 用
売 上 割 引 102
為 替 差 損 0
雑 損 失 172 274
経 常 損 失 105

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,206 1,207

特 別 損 失
減 損 損 失 0
固 定 資 産 除 却 損 4
固 定 資 産 撤 去 費 用 2
投 資 有 価 証 券 評 価 損 70
関 係 会 社 株 式 評 価 損 291 367

税 引 前 当 期 純 利 益 733
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 188
法 人 税 等 調 整 額 △102 86
当 期 純 利 益 647
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月13日
永大産業株式会社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 幡 琢 哉㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 今 井 康 好㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、永大産業株式会社の2020年4月1日から2021年
3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、永大産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明するこ
とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並
びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月13日
永大産業株式会社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 幡 琢 哉㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 今 井 康 好㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、永大産業株式会社の2020年4月1日から
2021年3月31日までの第87期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに
計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第87期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

⑵各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、インタ
ーネット等を経由した手段を活用しながら、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、各事業所及び各営業部におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118
条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので
はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

⑵計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2 0 2 1 年 ５ 月 14 日
永大産業株式会社　監査役会

常勤監査役 土 居 幸 男 ㊞
常勤監査役 石 橋 秀 行 ㊞
社外監査役 雑 賀 裕 子 ㊞
社外監査役 藤 井 義 久 ㊞

以　上
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